
館山市教育委員会  令和５年第３回定例会会議録  

 

１ 開 催 日 令和５年３月２０日 (月）開会  午後１時３０分  閉会  午後２時１９分  

   

２ 開 催 場 所 教育長室  

   

３ 出席委員等 教 育 長 

教育長職務代理者 

出 山 裕 之 

小 柴 孝 子 

 委 員 

委 員 

庄 司 友 之 

守 安 委 久 予 

   

４ 出 席 職 員 教 育 部 長 岡 田 賢 太 郎 

 教 育 総 務 課 長 今 井 幹 雄 

 教 育 推 進 室 長 庄 司 憲 弘 

 公 民 館 担 当 課 長 船 水 裕 康 

 建 築 施 設 課 長 杉 江 敬 

 書 記 井 上 み ゆ き 

   

５ 議 事 ①議案第１５号  

②議案第１６号  

 

③議案第１７号  

 

④議案第１８号  

 

⑤議案第１９号  

 

⑥議案第２０号  

 

⑦議案第２１号  

 

⑧議案第２２号  

 

⑨議案第２３号  

令和４年度補正予算について  

館山市教育委員会行政組織規則の一部を改正する

規則の制定について  

館山市教育委員会事務局等の職員の職の設置に関

する規則の一部を改正する規則の制定について  

館山市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正

する規則の制定について  

館山市スクールバスの運行及び管理に関する規則

の一部を改正する規則の制定について  

館山市立学校職員服務規程の一部を改正する訓令

の制定について  

館山市中央公民館運営審議会委員の解職及び委嘱

について  

館山市地区公民館運営審議会委員の解職及び委嘱

について  

令和４年度末館山市公立学校職員等の人事異動に

ついて（資料当日配付）  

   

６ 公開・非公開の別  一部非公開  

   

７ 開 会 宣 言 教育長職務代理者   

 

 

 



８ 第２回定例会会議録の承認     全委員  承認  

  

９ 教育長報告 

 

教育委員会定例会，千葉県教育庁南房総教育事務所  渡邉次長来庁，令

和５年第１回市議会定例会招集日，通学路視察（房南学園），全国子ども会

連合会表彰伝達（コミュニティセンター），令和 4 年度「学校との意見交換会」， 

ＪＩＣＡ海外協力隊山崎鉄平  隊員他１名表敬訪問，松山コーディネーター来

庁，市議会  行政一般通告質問，市議会  全員協議会，南房総ライオンズクラ

ブ来庁，神余地区  青木氏，加藤ＰＴＡ会長来庁，第３８回サークルフェスティ

バル（コミュニティセンター），市議会  一般議案・補正予算質疑，教育委員会

表彰，市議会  当初予算質疑，市議会  総務委員会，市議会  文教民生委員

会，館山中学校卒業証書授与式，館山市スポーツ少年団ロードレース大会

（市民運動場），神余小学校新校舎竣工２０周年感謝祭，市議会  予算審査

特別委員会，九重小学校卒業証書授与式，九重こども園卒園式，安房高等

学校男子弓道部東日本大会出場選手表敬挨拶，館山市青少年問題協議

会，西岬小学校  鈴木教頭来庁（教育長室） 

10 審 議 事 項  

教育長職務代理者  

 

 

 

全 委 員 

教育長職務代理者 

教 育 部 長 

建 築 施 設 課 長 

全 委 員 

教育長職務代理者  

 

教 育 総 務 課 長 

 

 

教 育 委 員 

教育長職務代理者  

 

教 育 総 務 課 長 

 

 

教 育 委 員 

教 育 総 務 課 長 

全 委 員 

教育長職務代理者  

 

議事に入る前に，市議会提出予算案件である議案第１５号及び人事案

件である議案第２１号から第２３号を，地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第１４条第７項の規定により非公開とする提案。また，議案第２３号

について，会議の最後に協議する提案。 

承認。 

議案第１５号  令和４年度補正予算について上程。 

議案提案文朗読。 

令和４年度補正予算案説明。 

原案どおり可決。 

議案第１６号  館山市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則

の制定について上程。 

議案提案文朗読後，令和５年度から，教育総務課内に学校再編に関す

る新たな「学校再編推進室」を設け，これまであった「教育推進室」を廃止す

ることから，教育委員会の行政組織規則の所要の改正をおこなう旨説明。 

原案どおり可決。 

議案第１７号  館山市教育委員会事務局等の職員の職の設置に関する

規則の一部を改正する規則の制定について上程。 

議案提案文朗読後，令和５年度から教育総務課内に配置する職員に

「参事」の職を設けることから，教育委員会事務局の職の設置に関する規則

の所要の改正をおこなう旨説明。 

現在の室長に代わる職として参事を置くのか。 

そのとおり。 

原案どおり可決。 

議案第１８号  館山市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する

規則の制定について上程。 



教 育 総 務 課 長 

 

 

 

全 委 員 

教育長職務代理者  

 

教 育 総 務 課 長 

 

 

全 委 員 

教育長職務代理者  

 

教 育 総 務 課 長 

 

全 委 員 

教育長職務代理者  

 

公民館担当課長 

 

全 委 員 

教育長職務代理者  

 

公民館担当課長 

 

全 委 員 

教育長職務代理者  

教 育 部 長 

全 委 員 

教育長職務代理者  

 

教 育 総 務 課 長 

教 育 推 進 室 長 

全 委 員 

議案提案文朗読後，改正内容２点について説明。一つ目は，教育職員

の時間外在校時間の上限時間を定め，教育委員会は，業務量の適切な管

理を行うことを定めるための改正。二つ目は，全国的な押印見直しを踏まえ

た，各種所定の様式の改正を行うための改正。 

原案どおり可決。 

議案第１９号  館山市スクールバスの運行及び管理に関する規則の一部

を改正する規則の制定について上程。 

議案提案文朗読後，令和５年４月から，那古小学校にスクールバスを運

行することとなり，スクールバスを運行する対象に「那古小学校」を追加する

ための改正である旨の説明。 

原案どおり可決。 

議案第２０号  館山市立学校職員服務規程の一部を改正する訓令の制

定について上程。 

議案提案文朗読，押印の見直しに関する関連条項の改正及び各種様

式の改正である旨の説明。 

原案どおり可決。 

議案第２１号  館山市中央公民館運営審議会委員の委嘱について上

程。 

議案提案文朗読後，中央公民館運営審議会委員１名を解嘱，１名を委

嘱する旨を説明。 

原案どおり可決。 

議案第２２号  館山市地区公民館運営審議会委員の解嘱及び委嘱に

ついて上程。 

議案提案文朗読後，地区公民館運営審議会委員１名を解嘱，１名を委

嘱する旨を説明。 

原案どおり可決。 

一旦議事終了，その他について 

４月以降の定例会については，４月以降，協議したい旨提案。 

了解。 

議案第２３号  令和４年度末館山市公立学校職員等の人事異動につい

て上程。 

議案提案文朗読。 

令和４年度末館山市公立学校職員等の人事異動について内容説明。 

承認。 

  

 

11 閉 会 宣 言 教育長職務代理者   

 


